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国
保
・
高
齢
者
医
療
だ
よ
り 

　
国
民
健
康
保
険
及
び
75
歳
以

上
の
人
の
後
期
高
齢
者
医
療
の

被
保
険
者
証
が
、
８
月
か
ら
新

し
く
な
り
ま
す
。
（
７
月
中
に

郵
送
し
ま
す
。
）

　
８
月
か
ら
医
療
機
関
等
を
受

診
さ
れ
る
場
合
は
、
氏
名
・
生

年
月
日
等
を
確
認
の
う
え
、
お

間
違
え
の
な
い
よ
う
に
し
て
下

さ
い
。

　
今
ま
で
70
歳
か
ら
75
歳
未
満

の
方
に
は
、
保
険
証
と
は
別
に

ハ
ガ
キ
大
の
高
齢
受
給
者
証
を

交
付
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
今

回
か
ら
は
高
齢
受
給
者
証
を
兼

ね
た
一
体
型
の
保
険
証
を
交
付

し
ま
す
の
で
、
医
療
機
関
等
を

受
診
さ
れ
る
と
き
は
、
一
体
型

の
保
険
証
の
み
を
提
示
す
る
こ

と
に
よ
り
１
割
負
担
（
現
役
並

み
所
得
者
は
３
割
負
担
）
で
受

診
で
き
ま
す
。

　
国
民
健
康
保
険
や
後
期
高
齢

者
医
療
で
は
、
病
院
に
入
院
し

た
場
合
や
外
来
診
療
等
で
１
つ

の
医
療
機
関
等
へ
の
支
払
い
が

高
額
に
な
る
場
合
、
一
部
負
担

金
や
食
事
代
が
減
額
さ
れ
る
認

定
証
を
交
付
し
て
い
ま
す
。

　
認
定
証
を
持
参
す
る
こ
と
で
、

入
院
等
の
際
の
一
部
負
担
金
は
、

平
成
24
年
度
住
民
税
の
課
税
状

況
に
応
じ
た
限
度
額
（
一
般
世

帯
の
場
合
、
８
０
’

１
０
０
円

＋
総
医
療
費
の
う
ち
２
６
７
’

０
０
０
円
を
超
え
た
部
分
の
１

％
）
ま
で
と
な
り
ま
す
。
た
だ

し
、
国
民
健
康
保
険
に
未
納
が

な
い
こ
と
が
要
件
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
食
事
代
の
減
額
は
、
住

民
税
非
課
税
世
帯
が
対
象
と
な

り
ま
す
。

　
す
で
に
利
用
さ
れ
て
い
る
人

も
、
こ
れ
か
ら
利
用
す
る
予
定

の
人
も
８
月
中
に
認
定
証
が
更

新
さ
れ
ま
す
の
で
、
新
た
に
申

請
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
特
に
、

現
在
入
院
中
の
人
が
い
る
世
帯

は
、
８
月
末
日
ま
で
に
更
新
の

手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

◎
お
問
い
合
わ
せ
　
町
民
課
国

　
保
年
金
係
☎
○72�

２
１
１
３

　
リ
ス
ト
ラ
や
倒
産
な
ど
に
よ

り
失
業
し
た
方
に
つ
い
て
、
届

出
に
よ
り
国
民
健
康
保
険
税
を

軽
減
し
ま
す
。

○
対
象
　

　
65
歳
未
満
の
方
で
、
倒
産
・

解
雇
な
ど
に
よ
り
離
職
し
た
方

（
雇
用
保
険
の
特
定
受
給
資
格

者
）
、
ま
た
は
雇
い
止
め
な
ど

に
よ
り
離
職
し
た
方
（
雇
用
保

険
の
特
定
理
由
離
職
者
）
で
、

失
業
給
付
を
受
け
る
方

○
軽
減
内
容

　
対
象
者
の
給
与
所
得
を
30
／

１
０
０
と
し
て
保
険
税
を
算
定

し
ま
す
。

○
対
象
期
間

　
離
職
日
の
翌
日
の
属
す
る
月

か
ら
、
そ
の
月
の
属
す
る
年
度

の
翌
年
度
末
ま
で
。

○
手
続
方
法

　
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
、

世
帯
主
の
印
鑑
を
町
民
課
税
務

係
ま
で
持
参
し
て
下
さ
い
。

◎
お
問
い
合
わ
せ
　
町
民
課
税

　
務
係
☎
○72�

２
１
１
２

　
国
民
年
金
の
保
険
料
は
１
４
’

９
８
０
円
（
平
成
24
年
度
）
で

す
が
、
経
済
的
な
理
由
等
で
保

険
料
の
納
付
が
困
難
な
場
合
は
、

「
保
険
料
の
全
額
免
除
ま
た
は

一
部
免
除
（
一
部
納
付
）
制
度
」

を
ご
利
用
下
さ
い
。

　
こ
れ
ら
の
制
度
を
ご
利
用
い

た
だ
く
場
合
は
、
ご
本
人
、
配

偶
者
、
世
帯
主
の
前
年
所
得
が
、

そ
れ
ぞ
れ
一
定
の
基
準
額
以
下

で
あ
る
こ
と
が
条
件
で
す
。
一

部
納
付
す
る
場
合
の
月
々
の
保

険
料
額
（
平
成
24
年
度
）
は
次

の
と
お
り
で
す
。

・
４
分
の
３
免
除

↓
３
’

７
５
０
円

・
２
分
の
１
免
除

↓
７
’

４
９
０
円

・
４
分
の
１
免
除

↓
１
１
’

２
４
０
円

　
一
部
納
付
制
度
は
、
一
部
免

除
さ
れ
た
保
険
料
が
納
付
さ
れ

な
い
場
合
、
未
納
と
同
じ
に
な

る
た
め
、
受
給
資
格
期
間
に
含

ま
れ
な
く
な
り
将
来
の
年
金
の

額
に
も
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。
ま

た
、
障
害
や
死
亡
な
ど
の
不
測

の
事
態
の
場
合
に
年
金
を
受
け

取
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
こ

と
が
あ
る
の
で
、
必
ず
一
部
保

険
料
を
納
付
し
て
下
さ
い
。

申
請
は
、
役
場
町
民
課
国
保
年

金
係
☎
○72�

２
１
１
３
ま
で
。

年
金
だ
よ
り 


